
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財源構成】 

国 

２５％ 

 

県 

１２．５％ 

 

市 

１２．５％ 

 

１号保険料 

２２％ 

 

２号保険料 

２８％ 

〈 改正後 〉 

介護給付 （要介護１～５） 

介護予防給付 

（要支援１～２） 

地 

域 

支 

援 

事 

業 

介護予防事業 

○二次予防事業 

 ・通所型介護予防事業 

（特定高齢者デイサービス）等 

 ・対象者把握事業 

○一次予防事業 

 ・介護予防普及啓発事業 等 

大洲市介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

〈 改正前 〉 

介護予防給付 （要支援１～2） 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
（要支援１～２、介護予防・生活支援サービス事業対象者） 

訪問型種別 サービス内容 

現行訪問介護相当 身体介護・生活援助 

基準緩和Ａ型 生活援助 

 

通所型種別 サービス内容 

現行通所介護相当 食事、入浴、運動等 

基準緩和Ａ型 〃 （軽度利用者） 
 

○ 一般介護予防事業 
（６５歳以上の人なら誰でも利用可能。地域の人とのつながりを通じて介護予防等の取

り組みを支援） 

介護予防把握事業 実態把握調査によって、何らかの支援が必要な人を調査 

介護予防普及啓発事業 介護予防教室を実施し、介護予防の重要性を周知 

地域介護予防活動支援事業 介護予防リーダー養成講座を検討 

 

 

【財源構成】 

 

国 

３９％ 

 

県 

１９．５％ 

 

市 

１９．５％ 

 

１号保険料 

２２％ 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 

 ・介護予防ケアマネジメント 

 ・総合相談支援業務 

 ・権利擁護業務 

 ・ケアマネジメント支援 

 

介護給付 （要介護１～５） 

訪問看護、福祉用具等 

包 括 的 支 援 事 業 

訪問介護、通所介護 

（従来の地域包括支援センターの運営に加え、より充実した 

施策の推進） 

○地域包括支援センターの運営に加え、地域ケア会議の充実 
（地域包括支援センター等で多職種協同による個別事例の検討を行い、地域課題の把握
等を推進するため、地域ケア会議を開催） 

○在宅医療・介護連携の推進 
（在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を、喜多医師会とともに推

進） 
○認知症施策の推進 

（認知症地域支援推進員及び初期集中支援チームを設置し、専門職による早期診断・対
応等、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域の構築を検討・実施） 

○生活支援サービスの体制整備 
（生活支援コーディネーターの配置及び協議体の設置により、生活支援のサービスや担
い手等、地域資源の開発を検討＜大洲市社会福祉協議会に委託＞） 

任意事業 

・介護給付費適正化事業、家族介護支援事業 等 

任意事業 

・介護給付費適正化事業、家族介護支援事業 等 

充 

実 

地 

域 

支 

援 

事 

業 

一 般 財 源 
生活管理指導員派遣事業 
高齢者デイサービス事業（一般） 
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